
　下水排除基準(見附市)

（備考） １．単位はダイオキシン類pg-TEQ／ｌ、その他は㎎／ｌ（ＰＨを除く）です。

２．BOD、SS、PH、温度、アンモニア性窒素の（　）内の数値は、製造業又はガス供給業に適用する。

　　　　　　３．太枠内は直罰基準で、その他は除害施設設置基準です。

４．クロムは排水量10m
3
/日以上が直罰基準となります。

対 象 者
特定施設のある事業場 特定施設のない事業場

項　目
排     水      量 排     水      量

50ｍ
3
/日以上 50ｍ

3
/日未満 50ｍ

3
/日以上 50ｍ

3
/日未満

有
　
害
　
物
　
質

カドミウム及びその化合物 0.03以下 0.1以下

シ ア ン 化 合 物 1以下 1以下

有 機 リ ン 化 合 物 1以下 1以下

鉛 及 び そ の 化 合 物 0.1以下 0.1以下

六 価 ク ロ ム 化 合 物 0.5以下 0.5以下

砒 素 及 び そ の 化 合 物 0.1以下 0.1以下

総 水 銀 0.005以下 0.005以下

ア ル キ ル 水 銀 化 合 物 検出されない 検出されない

ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 0.003以下 0.003以下

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.1以下【H27.10.21基準強化】 0.1以下【H27.10.21基準強化】

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.1以下 0.1以下

ジ ク ロ ロ メ タ ン 0.2以下 0.2以下

四 塩 化 炭 素 0.02以下 0.02以下

1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン 0.04以下 0.04以下

1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 1.0以下 0.2以下

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4以下 0.4以下

1,1,1- ト リ ク ロ ロ エ タ ン 3以下 3以下

1,1,2- ト リ ク ロ ロ エ タ ン 0.06以下 0.06以下

1,3- ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン 0.02以下 0.02以下

チ ウ ラ ム 0.06以下 0.06以下

シ マ ジ ン 0.03以下 0.03以下

チ オ ベ ン カ ル ブ 0.2以下 0.2以下

ベ ン ゼ ン 0.1以下 0.1以下

セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 0.1以下 0.1以下

ほ う 素 及 び そ の 化 合 物 10以下 10以下

ふ っ 素 及 び そ の 化 合 物 8以下 8以下

アンモニア性窒素等含有量 380(125)未満 380(125)未満

環
　
境
　
項
　
目
　
等

フ ェ ノ ー ル 類 1以下 1以下 1以下

銅 及 び そ の 化 合 物 2以下 2以下 2以下

水　素　イ　オ　ン　濃　度

亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 2以下 2以下 2以下

鉄及びその化合物（溶解性） 10以下 10以下 10以下
マンガン及びその化合物（溶解性） 10以下 10以下 10以下

ク ロ ム 及 び そ の 化 合 物 2以下 2以下 2以下

ダ イ オ キ シ ン 類 10以下 10以下

5を超え9未満 5を超え9未満

（ＰＨ） (5.7を超え8.7未満）(5.7を超え8.7未満) (5.7を超え8.7未満)

5を超え9未満

（ＢＯＤ） (300未満) (300未満)

生 物 化 学 的 酸 素 要 求 量 600未満

600未満

600未満

（ＳＳ） (300未満) (300未満)

ノ ル マ ル 鉱 油 5以下 5以下 5以下

ヘ キ サ ン 動 植 物 油 30以下 30以下

温 度
45℃未満 45℃未満

(40℃未満) (40℃未満)

平成27年10月21日

沃 素 消 費 量 220未満 220未満

1,4- ジ オ キ サ ン 0.5以下 0.5以下

浮 遊 物 質 量 600未満


